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U
A
C
J
健
康
保
険
組
合
の
令
和
8
年
度
の
予
算
案
が
、
去
る
1
月
30
日
開
催
の
第
2
0
5
回

組
合
会
に
お
い
て
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
当
健
康
保
険
組
合
の
令
和
８
年
度
予
算
は
、
経
常
収
支

に
お
い
て
赤
字
と
な
り
ま
し
た
。

　
財
政
を
圧
迫
す
る
最
大
の
要
因
は
、
高
齢
者
医
療
へ
の

納
付
金
で
す
。
特
に
団
塊
世
代
が
後
期
高
齢
者
と
な
っ
た

こ
と
で
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
納
付
金
は
保
険
料
収
入
の
伸
び
を
上
回
る

ペ
ー
ス
で
増
え
続
け
て
お
り
、
当
健
保
組
合
の
支
出
の
半
分

近
く
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
医
療
技

術
の
進
歩
に
よ
り
高
額
な
治
療
や
薬
剤
が
増
加
し
、
保
険

給
付
費
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
健
保
財
政
は
予
断
を

許
さ
な
い
状
況
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
令
和
８
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
と
医

療
保
険
制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
額
療
養
費

制
度
で
は
所
得
に
応
じ
た
負
担
の
見
直
し
や
年
間
上
限
額

の
新
設
が
盛
り
込
ま
れ
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
に
つ
い
て
は
患
者

に
一
定
の
追
加
負
担
を
求
め
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
る
方

高
齢
者
医
療
へ
の
納
付
金
が
財
政
を
圧
迫

資
源
を
最
大
限
活
用
し
、

よ
り
質
の
高
い
保
健
サ
ー
ビ
ス
に
努
め
ま
す

向
で
す
。
こ
れ
ら
の
改
革
が
医
療
費
抑
制
に
つ
な
が
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
本
年
度
か
ら
、
国
の
少
子
化
対
策
と
し
て
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
金
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
児
童
手
当
の
拡
充
や

育
児
支
援
の
財
源
を
全
世
代
で
負
担
し
合
い
、
子
育
て
世

帯
を
支
え
る
仕
組
み
で
す
。
支
援
金
は
保
険
料
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
、
健
康
保
険
組
合
が
国
に
代
わ
っ
て
徴
収
・

納
付
し
ま
す
が
、
健
康
保
険
組
合
の
保
険
給
付
や
保
健
事

業
に
は
充
当
さ
れ
ま
せ
ん
。
ご
理
解
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
当
健
保
組
合
は
、
厳
し
い
状
況
下
で
も
、
限
ら
れ
た
資

源
を
最
大
限
活
用
し
、
よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
皆
さ
ま
に
は
、
日
頃
か
ら
健
康
管
理

に
努
め
て
い
た
だ
き
、
適
切
な
医
療
機
関
の
受
診
を
心
掛

け
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

予算のポイント
●保険料率は据え置き、今年度より
　子ども・子育て支援金の徴収が開始
　一般保険料率、介護保険料率ともに据え置きます。しか
し、今後保険給付費、高齢者医療への納付金の一層の増加
が見込まれることから、引き上げも避けられない状況にな
っています。また、今年度より子ども · 子育て支援金の徴
収が始まります。

●高齢者医療への納付金が健保財政を圧迫
　高齢者医療への拠出金は、5千万円の増加となり、依然と
して健保財政を圧迫しています。

●効果的な保健事業で給付費の効率化を目指す
　第３期データヘルス計画に沿った効果的な保健事業で健
康の保持増進を推進し、保険給付の適正化を目指します。

令
和
８
年
度　

予
算
の
お
知
ら
せ



令和８年度 収入支出予算概要

予算編成の基礎となった数字
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保険料（650,538円）

繰入金
（161,287円）

雑収入（1,548円）
調整保険料（10,394円） その他（396円）

繰越金（125円）

財政調整事業交付金（2,868円）

その他（2,770円）財政調整事業拠出金
（10,394円）

事務費
（23,470円）

保健事業費（30,466円）

保険給付費
（387,294円）

納付金
（354,841円）

支　出

827,156円

収　入

827,156円

予備費（17,921円）

収
　
入

保 険 料 3,630,000
基 本 保 険 料 1,662,884
特 定 保 険 料 1,967,116

国庫負担金収入、その他 701
調 整 保 険 料 58,000
繰 越 金 700
繰 入 金 899,984
国 庫 補 助 金 収 入 7
特定健康診査等事業収入 5
出 産 育 児 交 付 金 1,496
財政調整事業交付金 16,001
雑 収 入 8,638

合　　　　計 4,615,532
経常収入合計 3,644,338

支
　
出

事 務 費 130,960
保 険 給 付 費 2,161,100
法 定 給 付 費 2,056,200
付 加 給 付 費 104,900

納 付 金 1,980,012
前期高齢者納付金 930,000
後期高齢者支援金 1,050,000
そ の 他 12

保 健 事 業 費 170,000
還 付 金 310
財政調整事業拠出金 58,000
連 合 会 費 2,700
営 繕 費 8,400
子 ど も 勘 定 繰 入 700
雑 支 出 3,350
予 備 費 100,000

合　　　　計 4,615,532
経常支出合計 4,445,422

経常収支差引額 ▲ 801,084 千円

収
　
入

保 険 料 483,000
繰 入 金 72,040
雑 収 入 60

合　　　計 555,100

支
　
出

介 護 納 付 金 555,000
還 付 金 100

合　　　計 555,100

介
護
保
険
分（
千
円
）

収
入

支 　 援 　 金 　 収 　 入 94,743
一　般　勘　定　受　入 700

合　　　計 95,443

支
出

支 援 納 付 金 82,556
支 援 金 還 付 金 350
予 備 費 12,537

合　　　計 95,443

子ども・子育て支援金分（千円）

健
康
保
険
分（
千
円
）

被保険者1人当たりで見ると

◉健康保険料率　1,000分の90

• 一般保険料率　1,000分の88.700

　基本保険料率　1,000分の40.633

　特定保険料率　1,000分の48.067

• 調整保険料率　1,000分の1.300
◉介護保険の対象となる被保険者数　3,260人 
◉介護保険料率　1,000分の17.800

◉子ども・子育て支援金率　1,000分の2.3

◉被保険者数　5,580人

◉平均標準報酬月額　461,022円

◉総標準賞与額（年間合計）　10,323,000千円

◉平均年齢　43.37歳

◉被扶養者数　5,205人

◉前期高齢者加入率　1.39％

（事業主　1,000分の54、被保険者　1,000分の36）

（事業主　1,000分の53.220、被保険者　1,000分の35.480）

（事業主　1,000分の24.380、被保険者　1,000分の16.253）

（事業主　1,000分の28.840、被保険者　1,000分の19.227）

（事業主　1,000分の8.900、被保険者　1,000分の8.900）

（事業主　1,000分の1.15、被保険者　1,000分の1.15）
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｜受｜診｜の｜カ｜タ｜チ｜｜受｜診｜の｜カ｜タ｜チ｜
便利で安心な これからの便利で安心な これからの健康保険

の手続き
健康保険
の手続き

医療機関等の受診はマイナ保険証

マイナ保険証の利用には
マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です

医療費控除の
確定申告が簡単

限度額以上の
窓口支払いが不要

転職や退職時も
切り替え不要

お薬・診療情報の共有※
でより良い医療
※同意した場合のみ

救急時の円滑な
搬送先選定や処置

令和7年12月1日をもって健康保険証の利用が終了しました※。
これからの医療機関等の受診には、マイナンバーカードに保険証利用
登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※健康保険証の返却は不要です。

マイナ保険証には、カード本体と、搭載されている電子証明書の2つの有効期限があります。

有効期限の2～3ヵ月前をめどに「有効期限通知書」が送付されますので、内容を確認して更新手続き
を行ってください。更新にかかる手数料は無料です。

マイナンバーカードの更新方法 電子証明書の更新方法

マイナ保険証をお持ちでない方は
「資格確認書」で受診できます

マイナ保険証のメリット

有効期限の確認方法

更新方法

マイナ保険証の利用登録方法

マイナポータル
から手続き

※マイナンバーカードをお持ちでない方は最初にマイナンバーカードを取得してください。

「健康保険証利用の申込み」
から手続き

受付の顔認証付きカードリーダー
から手続き

スマートフォン セブン銀行ATM 医療機関・薬局

マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されています。
資格確認書を医療機関等に提示することで、従来の健康保険証と同様に
保険診療を受けることができます。
※資格確認書を紛失・破損された方、マイナ保険証を解約した方、マイナンバーカードを
紛失・更新中の方などは、申請により資格確認書を発行いたします。

※マイナ保険証をお持ちの方が、念のために持っておきたいとの理由で申請することは
できません。

健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに
追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざし
て医療機関等を受診できます。
機器の準備が整った医療機関・薬局から順次利用できます。
※15歳未満の方はスマートフォンのマイナンバーカードをご利用いただけません。
※スマートフォンにマイナンバーカードを追加しても、実物のマイナンバーカードは
引き続きご利用いただけます。

❶マイナンバーカード本体の有効期限

❷電子証明書の有効期限

発行から10回目の誕生日まで

発行から5回目の誕生日まで
※任意記入のため空白の場合があります。

※発行時18歳未満は5回目の誕生日まで。

❶以下のいずれかの方法で事前申請
スマホor
パソコン 証明写真機 郵送

❷申請後、交付通知書が
届いたら、市区町村
窓口で交付を受ける

❶マイナンバーカードと有効期限通知書を持参して、
　お住まいの市区町村窓口で手続きをする
※有効期限通知書がなくても手続き可能。

スマートフォンをマイナ保険証として
利用できるようになりました

スマートフォンをマイナ保険証と
して利用するには、最新のマイナ
ポータルアプリから利用申請・登
録を行ってください。

登録方法 このステッカーが
スマートフォン対応の目印です

※ご利用可能な施設か事前
　にご確認ください。

※厚生労働省HPでも対応
　施設が確認ができます。

マイナンバーカードと電子証明書の
有効期限にご注意ください

マイナンバーカードと電子証明書の
有効期限にご注意ください

資格確認書

※Android11以上の
　バージョンが必要です。

詳しくはこちら

Android

詳しくはこちら

iPhone
※iOS18.5以上の
　バージョンが必要です。

マイナ
保険証

登録は最初の1回のみです

マイナポータル

電子証明書の有効期限は、
マイナポータルからも確認
できます。
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今年度より、被扶養者資格調査（検認）が

に変わります！

　被扶養者の資格調査は、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づいて行うもので、 当
健保組合加入の被保険者のみなさまが公平かつ適正な扶養認定を受けられる制度を維持するため、実施が
義務づけられています。 
　当健保組合においては、次のとおり実施します。 実施通知が届いた方は必要書類をご準備いただき、期限
に遅れないよう調査にご協力をお願いします。

　扶養者の資格調査（検認）は、これまで調査書などの書類を郵送でご提出いただいていましたが、 

今年度からペーパーレス化や調査の簡略化を目的に、WEBでの実施に変更します。
　スマートフォンなどで撮影した画像をお送りいただくことで、書類の提出が可能になります。

　実施方法などの詳しい内容は、実施時期が近づきましたら改めてお知らせします。

ご家族が被扶養者でなくなったら…

「被扶養者異動届」の提出をお忘れなく！

被扶養者に次のような変化があった場合は、すみやかに
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｜受｜診｜の｜カ｜タ｜チ｜｜受｜診｜の｜カ｜タ｜チ｜
便利で安心な これからの便利で安心な これからの健康保険

の手続き
健康保険
の手続き

医療機関等の受診はマイナ保険証

マイナ保険証の利用には
マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です

医療費控除の
確定申告が簡単

限度額以上の
窓口支払いが不要

転職や退職時も
切り替え不要

お薬・診療情報の共有※
でより良い医療
※同意した場合のみ

救急時の円滑な
搬送先選定や処置

令和7年12月1日をもって健康保険証の利用が終了しました※。
これからの医療機関等の受診には、マイナンバーカードに保険証利用
登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※健康保険証の返却は不要です。

マイナ保険証には、カード本体と、搭載されている電子証明書の2つの有効期限があります。

有効期限の2～3ヵ月前をめどに「有効期限通知書」が送付されますので、内容を確認して更新手続き
を行ってください。更新にかかる手数料は無料です。

マイナンバーカードの更新方法 電子証明書の更新方法

マイナ保険証をお持ちでない方は
「資格確認書」で受診できます

マイナ保険証のメリット

有効期限の確認方法

更新方法

マイナ保険証の利用登録方法

マイナポータル
から手続き

※マイナンバーカードをお持ちでない方は最初にマイナンバーカードを取得してください。

「健康保険証利用の申込み」
から手続き

受付の顔認証付きカードリーダー
から手続き

スマートフォン セブン銀行ATM 医療機関・薬局

マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されています。
資格確認書を医療機関等に提示することで、従来の健康保険証と同様に
保険診療を受けることができます。
※資格確認書を紛失・破損された方、マイナ保険証を解約した方、マイナンバーカードを
紛失・更新中の方などは、申請により資格確認書を発行いたします。

※マイナ保険証をお持ちの方が、念のために持っておきたいとの理由で申請することは
できません。

健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに
追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざし
て医療機関等を受診できます。
機器の準備が整った医療機関・薬局から順次利用できます。
※15歳未満の方はスマートフォンのマイナンバーカードをご利用いただけません。
※スマートフォンにマイナンバーカードを追加しても、実物のマイナンバーカードは
引き続きご利用いただけます。

❶マイナンバーカード本体の有効期限

❷電子証明書の有効期限

発行から10回目の誕生日まで

発行から5回目の誕生日まで
※任意記入のため空白の場合があります。

※発行時18歳未満は5回目の誕生日まで。

❶以下のいずれかの方法で事前申請
スマホor
パソコン 証明写真機 郵送

❷申請後、交付通知書が
届いたら、市区町村
窓口で交付を受ける

❶マイナンバーカードと有効期限通知書を持参して、
　お住まいの市区町村窓口で手続きをする
※有効期限通知書がなくても手続き可能。

スマートフォンをマイナ保険証として
利用できるようになりました

スマートフォンをマイナ保険証と
して利用するには、最新のマイナ
ポータルアプリから利用申請・登
録を行ってください。

登録方法 このステッカーが
スマートフォン対応の目印です

※ご利用可能な施設か事前
　にご確認ください。

※厚生労働省HPでも対応
　施設が確認ができます。

マイナンバーカードと電子証明書の
有効期限にご注意ください

マイナンバーカードと電子証明書の
有効期限にご注意ください

資格確認書

※Android11以上の
　バージョンが必要です。

詳しくはこちら

Android

詳しくはこちら

iPhone
※iOS18.5以上の
　バージョンが必要です。

マイナ
保険証

登録は最初の1回のみです

マイナポータル

電子証明書の有効期限は、
マイナポータルからも確認
できます。
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被扶養者の場合、ご自身で申し込まないと健診を受けないままに
なってしまい、健康リスクが高まります。ご家族が健診を受けていない場合は、
ぜひ受診をお勧めください。

健診結果で｢再検査｣｢精密検査｣と判定された場合、放置していると
気付かないうちに病気が進行し重症化する恐れがあります。
自覚症状がなくても必ず医療機関を受診しましょう。

健診を受ける4つのメリット

毎年健診を受け、 
その都度記録をしていけば、
経年の数値の変化から、
自分の健康状態を客観的に
把握することができます。

健診結果を確認することで、生活習慣を改善するための
具体的な指針を得ることができます。

生活習慣病は、発症初期の段階では自覚症状がないま
ま進行する場合がほとんどです。
病気の早期発見・早期治療
のためには、健診の定期的な
受診が不可欠です。

体の異常を早期に発見し病気を予防することで、余計な
医療費を払わなくても済み、家計への負担を減らすこと
ができます。

新年度スタート！

今年もしっかり健診を受けて
体メンテナンス

健診は、がんや高血圧などの生活習慣病を早い段階で見つけ、
早期治療、重症化予防につなげる貴重な機会です。

年に1度は必ず健診を受けて体の状態をチェックしましょう。

　自分の健康状態が分かる 　病気の早期発見ができる

　生活習慣の見直しのヒントになる 　将来的な医療費を節約できる
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動けるカラダはいまから
4 4 4 4

つくる！

※動画は予告なしに終了する場合があります。

タオルを使って足裏とふくらはぎ
を伸ばし、膝や腰を痛める原因
の一つ「浮き指」を予防します。

足裏ストレッチ足裏ストレッチ

1

1

2

2

足指・足裏を鍛える

動画でも

見られる　

ほぐしストレッチと簡単な筋力トレーニングで
長く動けるカラダを今からつくりましょう！

健康運動指導士　一般社団法人ケア・ウォーキング普及会代表理事　黒田 恵美子

アクセスは
こちらから

足の指、足の裏は、見逃しがちです
が、実はロコモにつながる大本の原因
となるところです。体の土台である足
指・足裏を鍛えることで、しっかりと
足指を使って立つことができるように
なり、姿勢の安定にもつながります。

イスに座った足元に、

少ししわが寄るように

タオルを広げ、足裏全

体がタオルに触れてい

るように乗せます。

イスに座って両手で

タオルの端を持ち、

片方の足指の付け根

にタオルをかけます。

足を上げ、タオルを引きな

がらかかとを押し出すよう

にしてキープします。背筋

を伸ばして行いましょう。

床のタオルを足の指でつかみ持
ち上げることで、足指に力を入
れる感覚を身に付けます。

タオルつかみタオルつかみ

立ったときに、足の指が下りて床に付く感覚を感
じるようになり、姿勢がふらつかずに安定します。

片方の足裏でタオル

をつかんで持ち上げ、

指を開いて離す、を

繰り返します。

20秒キープを
左右２回ずつ

上げ下ろしを
片足10回ずつ

膝は曲がった
状態でも足首
が曲がっていれ
ば大丈夫です。

つかみ上げられ
ない場合は、握
る・離すを繰り
返してください。
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　健康保険は、病気やけがの医療費の自己負担が軽減され

るほか、働けない期間や産休中に手当金が支給されるなど、

私たちの暮らしを支える大切な制度です。令和7年12月か

ら医療機関の受診等はマイナ保険証を基本とする仕組みに

変わりました。改めて健康保険の基本を確認しましょう。

働く人とその家族を支える
健康保険の基本をおさらいしよう！

健 康 保 険
知って納得！
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健
康
保
険
は
、
働
く
人
と
そ
の
家
族
の

医
療
や
健
康
を
支
え
る
公
的
な
医
療
保
険

制
度
で
す
。
会
社
な
ど
に
就
職
す
る
と
、

自
動
的
に
健
康
保
険
に
加
入
し
、「
被
保

険
者
」
と
な
り
ま
す
。

　
健
康
保
険
は
、被
保
険
者
と
事
業
主
（
会

社
な
ど
）
が
そ
れ
ぞ
れ
保
険
料
を
出
し
合

う
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕

組
み
に
よ
っ
て
、
病
気
や
け
が
の
治
療
に

か
か
る
医
療
費
の
自
己
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
ほ
か
、
休
業
や
産
休
、
死
亡
の
際
に
は

手
当
金
等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た

給
付
は
、
保
険
者
（
健
康
保
険
組
合
や
協

会
け
ん
ぽ
な
ど
）
か
ら
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
健
康
保
険
に
は
、
主
に
次
の
２
つ
の
役

割
が
あ
り
ま
す
。

●
医
療
費
の
給
付
と
手
当
金
等
の
支
給

　
医
療
機
関
で
診
察
や
治
療
を
受
け
た
際

に
は
、
医
療
費
の
大
部
分
（
７
〜
８
割
）

を
保
険
者
が
負
担
し
ま
す
。
ま
た
、
病
気

や
け
が
で
働
け
な
い
期
間
や
産
休
中
に
は

手
当
金
等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、

被
保
険
者
や
被
扶
養
者
が
亡
く
な
っ
た
場

合
に
は
、
遺
族
の
た
め
に
埋
葬
料
な
ど
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

●
保
健
事
業
（
健
康
づ
く
り
の
サ
ポ
ー
ト
）

　
病
気
の
予
防
や
早
期
発
見
の
た
め
の
健

て
は
め
て
、
保
険
者
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い

る
保
険
料
率
を
掛
け
て
算
出
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
者
が
負
担
し
て
い
る
医
療
費
な
ど

の
財
源
の
大
部
分
は
、
被
保
険
者
と
事
業

主
が
毎
月
納
め
て
い
る
保
険
料
で
す
。
大

切
な
保
険
料
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に

も
、
不
要
な
受
診
は
控
え
、
適
切
な
受
診

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

③ 

家
族
が
給
付
等
を
受
け
る
に
は
？

　
主
に
被
保
険
者
の
収
入
に
よ
っ
て
生
活

し
て
い
る
家
族（
３
親
等
内
の
親
族
の
み
）

は
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
保
険
者
の

認
定
を
受
け
る
こ
と
で
「
被
扶
養
者
」
と

し
て
健
康
保
険
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
被
扶
養
者
の
認
定
条
件
は
保

険
者
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
な
お
、
75
歳
（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場

合
は
65
歳
以
上
）
に
な
る
と
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
、
健
康

保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
自
動
的
に
外
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

康
診
断
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
保

健
指
導
な
ど
、
健
康
づ
く
り
を
支
え
る
保

健
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
健
康
保
険
に
加
入
し
た
ら
、
ス
ム
ー
ズ

に
サ
ポ
ー
ト
や
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る

よ
う
、
次
の
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

① 

医
療
費
の
自
己
負
担
は
ど
れ
く
ら
い
？

　
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
と
、
医
療

機
関
で
診
察
や
治
療
を
受
け
た
際
、
医
療

費
の
一
部
を
自
己
負
担
す
る
だ
け
で
済
み

ま
す
。
自
己
負
担
の
割
合
は
年
齢
や
収
入

に
応
じ
て
決
め
ら
れ
て
お
り
（
左
表
）、
残

り
の
医
療
費
は
保
険
者
が
負
担
し
ま
す
。

② 

保
険
料
を
支
払
う
に
は
？

　
健
康
保
険
の
保
険
料
は
、
毎
月
の
給
料

や
賞
与
か
ら
自
動
的
に
差
し
引
か
れ
ま
す

の
で
、
原
則
と
し
て
別
途
支
払
う
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
保
険
料
の
額
は
、
毎
月
の
給
料
を
一
定

の
幅
で
区
分
し
た
「
標
準
報
酬
月
額
」
に
当

被扶養者の主な条件

健
康
保
険
っ
て

ど
ん
な
仕
組
み
な
の
？

健
康
保
険
に
は

ど
ん
な
役
割
が
あ
る
の
？

押
さ
え
て
お
き
た
い

３
つ
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

　令和７年12月２日をもって、従来の健康保険証は原則として使
えなくなりました。現在はマイナ保険証を基本とする仕組みに変
わっています。
　初めて健康保険に加入した場合、まずは「マ
イナポータル」でマイナンバーカードの保険証
利用の登録手続きを行いましょう。登録すれば、
医療機関等の受付でカードリーダーにマイナ保
険証を置くだけでスムーズに受診できます。
　マイナンバーカードをお持ちでない方は、早
めの準備をお勧めします。

マイナ保険証の登録はお済みですか？

＊1 現役並み所得者：
原則として、70歳以上75歳未満の
被保険者で診療月の標準報酬月額が
28万円以上の人とその被扶養者で
70歳以上75歳未満の人。

小学校入学前 2割

小学校入学後～70歳未満 3割

70歳以上75歳未満（一般） 2割

70歳以上75歳未満
（現役並み所得者＊１）

3割

年齢や収入によって異なる
医療費の自己負担割合

保険料の求め方

毎月の給料から納める保険料
＝

＊2 �標準報酬月額は原則として年に1度見直され
ます（定時決定）が、昇降給などで大幅に支
給額が変動した場合は随時改定されます。

保険料率（保険者ごとに異なる）

標準報酬月額＊2

（１等級：５万８,０００円～５０等級：１３９万円）

×

＊3 �いずれの場合も、19歳以上23歳未満の人（被保険者の配偶者を除く）は
年収150万円未満であること、60歳以上の人または障害年金の受給者は
年収180万円未満であることが条件となります。なお、一時的に収入が
増えて年収が基準を越える場合は、それが一時的な収入変動であること
を事業主が証明すれば、連続２年間までは被扶養者認定を受けられます。

年収が130万円未満＊3で、
被保険者の年収の
2分の1未満であること

年収が130万円未満＊3で、
被保険者からの
援助（仕送り）額より
少ないこと

同居している場合 同居していない場合

使用できなくなっ
た従来の健康保険
証は、ご自身で廃
棄してください！
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味
の
濃
い
食
べ
物
が
好
き
な
の
で
す
が
、
食

べ
過
ぎ
な
い
よ
う
に
〝
メ
リ
ハ
リ
〟
を
意
識
し

て
い
ま
す
。
食
べ
た
い
時
は
し
っ
か
り
食
べ
て
、

普
段
は
粗
食
を
心
掛
け
る
。
コ
ン
サ
ー
ト
で
外

に
出
て
い
る
時
は
ど
う
し
て
も
外
食
続
き
に
な

る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
期
間
は
な
る
べ
く
家
族

の
手
料
理
を
食
べ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
運
動
は
あ
ま
り
し
な
い
タ
イ
プ
で
す
が
、
ワ

ン
ち
ゃ
ん
が
８
頭
い
る
の
で
散
歩
が
運
動
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
２
頭
以
上
連
れ
て

歩
く
こ
と
は
な
い
の
で
、
往
復
で
結
構
歩
い
て

い
ま
す
ね
。
そ
の
ワ
ン
ち
ゃ
ん
た
ち
が
心
の
癒

や
し
に
も
な
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
寝
る
時
に

布
団
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
の
で
、
特
に
冬
は

暖
か
く
て
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　
忙
し
く
て
も
自
分
の
楽
し
み
の
時
間
は
大
切

に
し
て
い
ま
す
。
大
学
院
に
通
っ
て
い
る
の
で
、

仕
事
の
後
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
こ
と
も
よ
く
あ

り
ま
す
。
そ
れ
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
が
好

き
な
の
で
、
友
達
に
声
を
掛
け
て
少
し
遊
ん
で

休
息
し
て
、
ま
た
レ
ポ
ー
ト
に
戻
る
…
…
と
切

り
替
え
て
い
ま
す
。
レ
ポ
ー
ト
自
体
も
楽
し
く

は
あ
る
の
で
、
気
分
転
換
に
書
く
こ
と
も
。
悩

み
事
が
あ
っ
て
も
、
何
か
に
没
頭
し
て
い
る
う

ち
に
薄
れ
て
い
く
こ
と
が
多
い
で
す
。

　
た
だ
、
悩
み
や
悲
し
み
も
含
め
、
い
ろ
ん
な

感
情
を
持
つ
こ
と
は
、
歌
の
表
現
の
幅
広
さ
に

つ
な
が
る
と
思
う
の
で
、
常
に
ハ
ッ
ピ
ー
で
あ

る
必
要
は
な
い
の
か
な
っ
て
。
も
ち
ろ
ん
、
元

気
が
な
け
れ
ば
声
が
出
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ

る
の
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

［
歌
手
］さ

く
ら
ま
や
さ
ん

さくら　まや／1998年、北海道生まれ。2008年、史上最年少の演歌歌手として
デビューし注目を集め、日本レコード大賞新人賞を受賞。NHK紅白歌合戦「子供
紅白歌合戦」にも出演した。現在は大学院で法学を学びながら、歌手活動を軸
にテレビやイベントなど幅広く活躍し、精力的に活動を続けている。

忙
し
く
て
も

楽
し
み
の
時
間
を
大
切
に
。

今
日
も笑

顔
で


